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１．常陸那珂港の概要
（１）港の概要

常陸那珂港港湾計画平面図

●立地場所：茨城県ひたちなか市、東海村（東京都心から約110km、茨城県のほぼ中央の海
岸に位置）。

●北関東の新たな物流拠点及び首都圏における物流の合理的再編と発展に貢献する重要港
湾として整備推進中。

●現在整備中の北関東自動車道と連携した新たな国際・国内物流の拠点港湾として期待され
ている。

●京浜港等の補完機能や、首都直下地震等により東京湾の港湾が利用できなくなった際に、
その代替機能の役割を果たす。



平成１８年２月撮影

防波堤（東）

1,700m

岸壁(-14m)
330ｍ（外貿コンテナ）

岸壁(-12m)
230m（外貿コンテナ

・外貿ユニット）

岸壁(-10m)
170m（内貿ユニット）

未整備540m

２

（２）常陸那珂港の施設現況と評価対象施設
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輸移出入別貨物量の推移 コンテナ貨物取扱量の推移 内貿ＲＯＲＯ貨物取扱量の推移

●常陸那珂港では、供用開始以降、年々貨物が増加しており、平成１７年には４１０万トンとなって
いる。

●コンテナターミナルは平成１２年に供用しており、平成１７年にはコンテナ取扱量が13,000TEU、
内貿ＲＯＲＯ貨物取扱量が８２万トン（完成自動車は除く）となっている。

●常陸那珂港では、供用開始以降、年々貨物が増加しており、平成１７年には４１０万トンとなって
いる。

●コンテナターミナルは平成１２年に供用しており、平成１７年にはコンテナ取扱量が13,000TEU、
内貿ＲＯＲＯ貨物取扱量が８２万トン（完成自動車は除く）となっている。
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（３）港の利用状況



常陸那珂港常陸那珂港

開通区間は平成１８年４月現在のもの

H23d開通 H21d開通

東
北

縦
貫

自
動

車
道

関
越
自
動
車
道

高崎市－常陸那珂港

約３時間１０分が

約１時間３５分へ

約１．５時間短縮

高崎市

●群馬・栃木・茨城と常陸那珂港が高速道路により直結されることで、港を拠点とし、北関東を背
後圏とする広域物流ネットワークが形成される。

●輸送の定時制・安定性が高まり、立地環境の向上、環境負荷の軽減が図られる。

●平成２１年度には東北道まで、２３年度には関越道までの全区間が開通。

●群馬・栃木・茨城と常陸那珂港が高速道路により直結されることで、港を拠点とし、北関東を背
後圏とする広域物流ネットワークが形成される。

●輸送の定時制・安定性が高まり、立地環境の向上、環境負荷の軽減が図られる。

●平成２１年度には東北道まで、２３年度には関越道までの全区間が開通。

４

（４）北関東自動車道と連携して機能を発揮する常陸那珂港

常陸那珂港 東京港

輸送距離 輸送時間 輸送距離 輸送時間

宇都宮市 90 ｋｍ ６４分 140 km ２時間１０分

高崎市 150 ｋｍ ９５分 140 km ２時間２０分

北関東発着コンテナ貨物量の

常陸那珂港利用の割合

常陸那珂港
1%

その他
3%

東京港
65%

横浜港
31%



常陸那珂港立地のコマツ社新工場の新規立地
目 的：世界的な鉱山向けの大型機械の需要拡大に対応するため新工場を建設する。
規 模：１９万ｍ２
稼働開始：平成１９年１月（予定）

常陸那珂港立地のコマツ社新工場の新規立地
目 的：世界的な鉱山向けの大型機械の需要拡大に対応するため新工場を建設する。
規 模：１９万ｍ２
稼働開始：平成１９年１月（予定）

茨城県

常
陸
那
珂
港

●

中国等へ

コマツ社新工場予定地（港湾関連用地Ｃ地区）

北ふ頭地区

中央ふ頭地区

（５）最近の動向（企業等の立地促進①）

コマツ新工場立地に伴い

常陸那珂港で増加する貨物量

外貿コンテナ

約22,400TEU
外貿RORO
約136,000ﾄﾝ

５

コマツ新工場の立地



常陸那珂港立地の日立建機新工場の新規立地
目 的：超大型建機の組み立てなどを行う新工場

を建設する。
規 模：１４．５万ｍ２
稼働開始：平成２０年内稼働開始（予定）

常陸那珂港立地の日立建機新工場の新規立地
目 的：超大型建機の組み立てなどを行う新工場

を建設する。
規 模：１４．５万ｍ２
稼働開始：平成２０年内稼働開始（予定）

（５）最近の動向（企業等の立地促進②）

（平成18年3月4日

：日本経済新聞 記事）

（平成18年2月24日

：茨城新聞 記事）

６

港の近くで組立を
行い輸出までの
作業効率を向上

土
浦
工
場

常
陸
那
珂
港

●
輸出

土浦工場から常陸
那珂港近くの工場

へ部品を輸送

港の近くで組立を
行い輸出までの
作業効率を向上

土
浦
工
場

常
陸
那
珂
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●
輸出

土浦工場から常陸
那珂港近くの工場

へ部品を輸送



３．今回の評価の考え方

○岸壁(-14m、-12m、-10m)の効果の評価

今回の再評価対象は以下の施設である。

・北ふ頭地区岸壁３バース（-14m、-12m、-10m）（平成4年～平成11年整備、平成12年供用開始）

・防波堤1,700ｍ（平成6年～平成24年整備、平成17年末で1,160ｍ整備）

今回の再評価対象は以下の施設である。

・北ふ頭地区岸壁３バース（-14m、-12m、-10m）（平成4年～平成11年整備、平成12年供用開始）

・防波堤1,700ｍ（平成6年～平成24年整備、平成17年末で1,160ｍ整備）

○防波堤(1,700ｍ)の効果の評価

防波堤(1,700m)が整備されていない前提で、
withケース ：岸壁３バース(-14m、-12m、-10m)を整備し

貨物を取り扱うと仮定した場合
withoutケース：岸壁３バース(-14m、-12m、-10m) が無い

と仮定した場合

岸壁３バースが整備されている前提で、
withケース ：防波堤(1,700m)を整備し整備済・整備中

の施設で貨物を取り扱うと仮定した場合
withoutケース：防波堤(1,700m)が整備されず、整備済・

整備中の施設で貨物を取り扱うと仮定した
場合

工業用地

既設防波堤(3,700m)

岸
壁ふ頭用地

対象施設

工業用地

既設防波堤

ふ頭用地

対象施設

防波堤(1,700m)

（-14m、

-12m、

-10m）

岸壁

（-14m、-12m、-10m）

岸壁

（-9m、

-7.5m、

-5.5m）
7

防波堤(1,700m)

※ただし、岸壁前面泊地においては、港湾施設の技術上の基準(国交省省令・告示)に
おいて、年間を通じて９７．５％以上の停泊または係留日数を可能とする静穏度を
確保することと、されている。



防波堤（北）

500m

ふ頭用地

臨港道路（4号線）

臨港道路（5号線）

北ふ頭地区 中央ふ頭地区

既設：3,700m

岸壁（-12m）

岸壁（-10m）

岸壁（-14m）

工業用地

岸壁（-18m）

対象施設：岸壁（-14m、-12m、-10m）、ふ頭用地、臨港道路

WITH ： 防波堤（1,700m）が整備されていない状況で岸壁３バースが供用している場合

静穏度８７％ → 利用率６２％

WITHOUT ： 岸壁３バースが整備されず、ＷＩＴＨ時の取扱貨物量が代替港で利用される場合

対象施設：岸壁（-14m、-12m、-10m）、ふ頭用地、臨港道路

WITH ： 防波堤（1,700m）が整備されていない状況で岸壁３バースが供用している場合

静穏度８７％ → 利用率６２％

WITHOUT ： 岸壁３バースが整備されず、ＷＩＴＨ時の取扱貨物量が代替港で利用される場合

8

４．岸壁(-14m,-12m,-10m)の評価
（１）計測にあたっての対象施設



（２）岸壁(-14m,-12,-10m)整備の効果～便益計測の考え方～

【整備効果イメージ】

①withoutｹｰｽでは代替港を利用することになるため、より長距離のトラック輸送による横持
ち費用が発生すると考え、その差分を便益とする。

②また、海上輸送距離が延長され海上輸送費用が増加すると考え、その差分を便益とする。

40,000DWT

荷主

常陸那珂港

Withoutケース：岸壁整備なしWithoutケース：岸壁整備なし

陸上輸送

代替港
岸壁(-14、-12m、-10m)

相手国

陸上輸送コスト削減

海上輸送コスト削減

Withケース：岸壁整備ありWithケース：岸壁整備あり

岸壁(-14m、-12m、
-10m)

常陸那珂港

荷主

相手国

代替港
岸壁(-14m、
-12m、-10m)

●国際海上コンテナターミナル・内貿ユニットロードターミナルが整備されたことにより、海上・陸上
輸送距離の短縮及び輸送時間削減が便益として計測される。ただし、防波堤(1,700m)が整備さ
れていないとしているため、本来貨物需要の６２％の貨物が対象となる。

●国際海上コンテナターミナル・内貿ユニットロードターミナルが整備されたことにより、海上・陸上
輸送距離の短縮及び輸送時間削減が便益として計測される。ただし、防波堤(1,700m)が整備さ
れていないとしているため、本来貨物需要の６２％の貨物が対象となる。

40,000DWT

陸上輸送

9



日立港

30,000DWT

（３）代替港の選定［岸壁評価］

常陸那珂港

川崎港
千葉港

外貿コンテナ -14m：川崎港

外貿コンテナ、外貿ＲＯＲＯ -12m：千葉港

内貿ユニット -10m：日立港等

外貿コンテナ
岸壁(-14m)

外貿コンテナ・外貿ＲＯＲＯ
岸壁(-12m)

内貿ユニット
岸壁(-10m)

50,000DWT

10,000DWT

内貿ユニット10,000DWT
外貿コンテナ30,000DWT

50,000DWT

荷 主

荷 主

荷 主

１０

●費用対効果分析に採用する代替港は、同等規模の施設を有する近隣の港湾を選定する。●費用対効果分析に採用する代替港は、同等規模の施設を有する近隣の港湾を選定する。



対象施設：防波堤１,７００ｍ

WITH ： 防波堤（1,700m）が整備されたことにより、十分な静穏度が確保され、整備済・整備中

（グレー）の施設が供用しているとした場合 ： 静穏度 97.5％

WITHOUT ： 防波堤（1,700m）が整備されず不十分な静穏度であるため、整備済・整備中の岸

壁における一部需要が代替港を利用するとした場合 ： 静穏度 87％ → 利用率62％

対象施設：防波堤１,７００ｍ

WITH ： 防波堤（1,700m）が整備されたことにより、十分な静穏度が確保され、整備済・整備中

（グレー）の施設が供用しているとした場合 ： 静穏度 97.5％

WITHOUT ： 防波堤（1,700m）が整備されず不十分な静穏度であるため、整備済・整備中の岸

壁における一部需要が代替港を利用するとした場合 ： 静穏度 87％ → 利用率62％

ふ頭用地

臨港道路（4号線） 臨港道路（5号線）

船だまり

岸壁（-5.5m）

岸壁（-9.0m） 【整備中】

北ふ頭地区 中央ふ頭地区

岸壁（-12m）

岸壁（-10m）

岸壁（-14m）

岸壁（-7.5m）

1,700m

定性的評価

１１

５．防波堤(１,７００ｍ)の評価
（１）計測にあたって対象施設の選定



６．将来貨物量の見込み
●北関東自動車道が延伸され、また、直背後の企業立地により、常陸那珂港の利用が促進され、

取扱貨物量が増加する。
●北関東自動車道が延伸され、また、直背後の企業立地により、常陸那珂港の利用が促進され、

取扱貨物量が増加する。

常陸那珂港港湾計画平面図

岸 壁 取扱貨物量 船 舶 代替港

① -14m×１B
外貿コンテナ ： 81,100 TEU
外貿RORO ： 264,000 ｔ

外貿コンテナ船（北米西岸）
外貿RORO船

川崎港

千葉港

日立港

東京港等

日立港

② -12m×１B
外貿コンテナ ： 113,500TEU
外貿コンテナ ： 90,700TEU

外貿コンテナ船（韓国航路）
外貿コンテナ船（中国航路）

③ -10m×１B
内貿ユニット ： 770,000 t
外貿貨物 ： 125,000 t

自動車航送船
外貿一般貨物船

④ -9m×１B 内貿ユニット ：1,000,000 ｔ 内貿RORO船

⑤
-5.5m×5B ～
-7.5m×4B

内貿貨物 ： 140,000 t 内貿一般貨物船

①

②

③

④
⑤

１２



７．東京電力立地に係る効果

●東電は投資効果が十分あると考え、常陸那珂港に発電所を立地したと考えられる。

●東電の投資額は推計約６,６３０億円。

●現実に十分な効果が得られているため、少なくとも投資額に見合った便益は発現しているといえる。

●よって、投資額の約６,６３０億円の便益が少なくともあると考えられる。

●東電は投資効果が十分あると考え、常陸那珂港に発電所を立地したと考えられる。

●東電の投資額は推計約６,６３０億円。

●現実に十分な効果が得られているため、少なくとも投資額に見合った便益は発現しているといえる。

●よって、投資額の約６,６３０億円の便益が少なくともあると考えられる。

東電建設コスト

・防波堤（ 北防波堤500m、東防波堤3,700m）

※ エネルギー港湾制度を活用

（受益者負担分として全体事業費の５割負担）

・用地整備

・揚炭バース

・発電所上屋

・送電線敷設

・貯炭場施設

合計６,６３０億円

東電建設便益

Ｍｉｎ：コスト×１．０＝便益
東電施設配置状況

防波堤（北）

500m

防波堤（東）：3,700m

工業用地

揚炭ﾊﾞｰｽ

発電所上屋

貯炭場施設

送電線敷設

１３



8. 整備費用

防波堤 ４８８.５億円 （平成６年～平成２４年整備）防波堤 ４８８.５億円 （平成６年～平成２４年整備）

○外郭施設

岸壁-14ｍ 68.9億円 （平成４年～平成１０年整備）
岸壁-12m 49.1億円 （平成５年～平成１０年整備）
岸壁-10m 29.8億円 （平成６年～平成１０年整備）

岸壁-14ｍ 68.9億円 （平成４年～平成１０年整備）
岸壁-12m 49.1億円 （平成５年～平成１０年整備）
岸壁-10m 29.8億円 （平成６年～平成１０年整備）

○係留施設

ふ頭用地 190.8億円 （平成４年～平成１７年整備）
臨港道路 41.２億円 （平成５年～平成１５年整備）

ふ頭用地 190.8億円 （平成４年～平成１７年整備）
臨港道路 41.２億円 （平成５年～平成１５年整備）

○関連施設

■岸壁整備に関する費用

■防波堤整備に関する費用

計：３７９.８億円

１４



●費用便益分析よりＢ／Ｃについては、岸壁等の整備で１．３、防波堤の整備で１．１、全体では１．２との結果
が得られた。これにより事業実施効果が十分にあると確認された。

●残事業のＢ／Ｃについては、H17整備完了時の静穏度は約92%であり、利用率は約76％である。従って、残
事業を行うことにより、静穏度が97.5%まで向上することにより、利用率が100%になる。よって、利用率の差
分だけ便益が発現すると考える。

岸壁の費用便益比 ＝ 735億円 ÷ 552億円＝１．３
防波堤の費用便益比 ＝ 554億円 ÷ 511億円＝１．１
総費用便益比 ＝ 1, 289億円 ÷ 1,063億円＝１．２

※残事業の費用便益比 ＝３．６

○算定結果

○計算条件
基準年 平成１８年度

社会的割引率 4.0%

便益計測期間 平成12年～平成６１年の５０年間

項 目 費用・便益 （社会的割引後） 備 考

Ｂ：総便益 岸壁等の整備による総便益 ７３５億円

防波堤の整備による総便益 ５５４億円

総便益の合計 １，２８９億円

岸壁等の整備の総費用 ５５２億円

防波堤の整備の総費用 ５１１億円

総費用の合計 １，０６３億円

Ｃ：総費用
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９．費用便益比
（１）定量的な分析



（２）その他の効果

２）環境負荷の削減

●常陸那珂港周辺の地域幹線道路は国道２４５号線などであり、ｗｉｔｈｏｕｔ時には横

持ち輸送が発生し交通負荷の増大が懸念されるが、本事業の実施により船舶輸

送が主体となることから、これら地域幹線道路の混雑緩和に寄与する。

１）地域幹線道路への交通負荷の削減

３）公共ふ頭前面泊地の静穏性向上

●上記１）より、CＯ2、NOｘ等の環境負荷削減に寄与し、環境問題に資する。

●本事業の実施により、既存岸壁だけでなく、将来計画のターミナルの岸壁前面の

静穏度の向上に寄与する。

５）高潮・津波浸水被害の軽減

●本事業の実施により、地震時の高潮・高波や津波から陸域が守られることとなり、
津波被害、被害の軽減が期待される。
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４）産業の立地環境の改善による企業立地促進

●内･外貿ターミナルが整備されたことにより、立地環境が整い企業立地が図られる。



１０．今後の対応方針（原案）

（１）事業の必要性等に関する視点

① 事業を巡る社会情勢の変化
・北関東自動車道の完成により、北関東とのアクセスが向上され、貨物需要が

十分に見込まれるようになる。
・背後地への企業立地により、平成１９年頃から貨物需要が見込まれる。

② 事業の投資効果
・Ｂ／Ｃについては、岸壁等の整備で１．３、防波堤の整備で１．１、合計で１．２

と計測された。
・残事業の費用対効果分析では、Ｂ／Ｃで３．６と計測された。
・これらにより、今後の事業実施効果があることが確認された。

③ 事業の進捗状況
・平成１７年度末で、全体の８８％が完了している。
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（２）事業の進捗の見込みの視点

・現在、防波堤の一部以外は整備済であり、平成２４年度までに当該プロジェクトの
完了に目指し事業を推進する。

（３）コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

・事業実施に当たっては、計画的に事業を進め、早期の整備効果の発現及び供用目
標が達成できるように事業を推進する。

・港湾のサービスレベルを向上させ、更なる常陸那珂港の利用促進を図る。
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